
- 1 - 

陳 情 文 書 表 

令７陳情第１３号 令和７年５月２６日受理 

件  名 

マイナ保険証の有無にかかわらず、国民健康保険加入者全員に資格

確認書を発行する手続きを行わせるための対応を求める意見書を

国に対して提出することを求める陳情書 

 

陳 情 者 

 

横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－２ 

ＴＳプラザビルディング２階 

 神奈川県保険医協会 

  理事長 田辺 由紀夫 

陳 情 の 要 旨 

現在、国は２０２６年７月末までの暫定措置として、７５歳以上の後期高齢

者に対して、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を申請不要・

無償で交付する運用を決定しました。これは、経過措置として使用されていた

従来の健康保険証、または資格確認書の有効期限が本年７月末に一斉に期限を

迎えることで、資格確認書の交付を求める申請が自治体の窓口に殺到すること

を懸念した措置とのことです。 

しかし、マイナ保険証の登録者数は５月８日現在で約８，３００万人である

のに対し、そのうち後期高齢者の割合は約１，３００万人であり、残る約   

７，０００万人が遅くとも２０２５年１２月で経過措置により使えていた従来

の健康保険証が使えなくなる状況となります。混乱の懸念は拭えません。 

混乱は資格確認書の交付申請を受ける自治体の窓口のみならず、健康保険証

の廃止を認識していなかった被保険者が受診した医療機関の窓口でも起こりえ

ます。従来の健康保険証以外に使用可能な資格確認書類を持たずに受診し、意

図せず１０割負担を請求されることになれば、医療機関と患者との間で深刻な

トラブルとなるケースも懸念されます。 

全国保険医団体連合会が今年２月から実施した調査では、マイナ保険証によ

る医療機関窓口でのオンライン資格確認によるトラブルは９割の医療機関で発

生しており、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れなどにより、今

後さらなる増加が懸念されています。電子証明書の更新には自治体窓口での手

続きが必要で、２０２５年度に更新が必要な件数は約２，７６８万件です。 

またマイナンバーカードを大事にしまい込んでしまった方などは、普段持ち
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歩くことがないために、医療機関へのアクセスにハードルが設けられてしまい

ます。医療機関へのアクセス保障は後期高齢者に限られるべきものではありま

せん。国民健康保険の加入者にもデジタル機器に不慣れな方や障がい者など、

多様な事情を抱える方が多く含まれています。こうした方々に対し、マイナ保

険証の取得、利用を前提とする制度設計は、医療機関へのアクセスを著しく制

限するおそれがあります。 

従来（紙）の健康保険証は、２０２４年１２月１日をもって発行停止とされ、

代替として資格確認書が交付されることになっていますが、保険者による当分

の間の職権発行を除き、本来は申請が必要とされています。申請手続きの煩雑

さや周知不足によって、必要な人に行き渡らない懸念が生じています。 

医療は全ての住民に等しく提供されるべき基本的な権利であり、制度の過渡

期にあってもその保障は確実に担保されるべきです。そのため、後期高齢者と

同様に、市町村国保加入者に対しても、マイナ保険証の有無にかかわらず、資

格確認書を無償かつ申請不要で交付する措置が必要です。 

なお、２０２５年５月現在、東京都渋谷区と世田谷区はマイナ保険証の保有

の有無にかかわらず、国民健康保険加入者全員に資格確認書を一斉発送するこ

とを発表しました。こうした措置は住民の不安や不信を和らげ、医療機関の現

場での混乱や負担を軽減することにもつながります。 

市町村国保が安心して上記対応を行うためには、国の方針提示が不可欠です。 

以上の点から、次の事項について、地方自治法第９９条の規定に基づき、国

に対して意見書を提出することを陳情します。 

 

陳情事項 

マイナ保険証の有無にかかわらず、国民健康保険加入者全員に資格確認書を

発行する手続きを行わせるための対応を求める意見書を国に対して提出するこ

と。 


